
 

県議会では私たちのくらし 

 

がもっと良くなる方法を話 

 

し合って決めています。 
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請
せい

 願
が ん 　皆さんの県庁へのお願いを受け付けます。議員で話

合い、必要と認めれれば、県庁に伝えます。

意見書
い け ん し ょ 　県民の皆さんが楽しく暮らせるように、国などに議

会からお願いを伝えます。

予
よ

 算
さ ん 　県庁が仕事を進めるにはお金が必要です。どの仕事

にどれだけのお金を使うか、その使い方を決めます。

条
じょう

 例
れい 　県民の皆さんが守らなければならないルールを決め

ます。

決
け っ

 算
さ ん 　県庁に入ってくるお金とそのお金が正しく使われて

いるのかをチェックします。

県議会の権限

議
ぎ

 決
けつ 　県議会の大事な役割で、県の仕事やそれに必要なお

金の使い方、みんなが守らなければならないルールな
どを、議員みんなで話し合って決めます。

質
しつ

 問
もん 　県庁の仕事について聞くことにより、その内容の理

解を深め、県庁の仕事にいかします。

県議会の仕事

 

 

 

 

 

 
 

県議会は次のような仕事を行います 
 
 

   

 

 

 

 

 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なるほどだモン！ 

熊 本 県 議 会 ホ ー ム ペ ー ジ

〇�　県議会のしくみや日程、議員の紹介、陳情や請願等の手続き、傍聴方法などについ

て情報提供を行っています。

○　本会議の視聴や本会議録の検索・閲覧、委員会会議録の閲覧ができます。

　　　　　県議会のホームページ：　

八　代　城　跡

表紙写真説明文

　八代城は、元和５年（1619年）の大地震による麦島城

の崩壊を受け、熊本藩主加藤忠広（清正の子）が幕府の

許可を得て、家老の加藤正方に命じ、同６～８年にかけ

て球磨川河口北側の松江村に築城した平城です。

　寛永９年（1632年）に細川忠興が入城し、北の丸を自

らの居所として、本丸に四男の立孝を居住させました。

正保２年（1645年）に立孝と忠興が没したため、翌３年

（1646年）に細川家家老の松井興長が入城し、以後は、

代々松井氏が在城しました。

　落雷による焼失や明治維新後の取壊しがあるも、本丸

の石垣と内堀が残り、本丸跡に懐良親王をまつる八代宮

が鎮座しています。

　平成26年（2014年）に「八代城跡群」として、古麓城

跡・麦島城跡と併せて国の史跡に指定されました。

熊本県議会 検　索

　　「くまもと県議会報」を御希望の方には、郵送実費（１部：切手250円分）で送付い

たしますので、下記まで御連絡ください。
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